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JIS X 0138-1：2004 
 

CASE データ交換形式―CDIF 転送形式― 

第 1 部：構文及び符号化の一般規則 

解説 

 
訂 正 票 

 
位 置 誤 正 

･･･この会話型ソフトウェアの画面遷移モ

デル 1 は･･･ 
･･･この会話型ソフトウェアの画面遷移モ

デルは･･･ 
7.8.6 
 

このモデルを転送するには･･･例えば解説

図 3 に示すように･･･ 
  

このモデルを転送するには･･･例えば解説

図 22 に示すように･･･ 
  

訂正票とは，規格本体以外（解説ほか）に対する正誤を表します。           

                 平成 17 年 7 月 1 日作成 



白　　　紙
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（1） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

制定に当たっては，日本工業規格と国際規格との対比，国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするため，ISO/IEC 15475-1:2002，Information 

technology－CDIF transfer format－Part 1: General rules for syntaxes and encodings を基礎として用いた。この

規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新

案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，こ

のような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新案登録

出願にかかわる確認について，責任はもたない。 

JIS X 0138-1 には，次に示す附属書がある。 

  附属書 A（規定） 転送ヘッダ形式文法 

  附属書 B（参考） SQL BNF 規則 

JIS X 0138 の規格群は，次に示す部編成からなる。 

JIS X 0138-1 第 1 部：構文及び符号化の一般規則 

JIS X 0138-2 第 2 部：構文 SYNTAX.1 

JIS X 0138-3 第 3 部：符号化 ENCODING.1 
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（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
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日本工業規格          JIS 
 X 0138-1：2004 
 (ISO/IEC 15475-1：2002) 

CASE データ交換形式－CDIF 転送形式－ 
第 1 部：構文及び符号化の一般規則 

CASE data interchange format－CDIF transfer format－ 
Part 1: General rules for syntaxes and encodings 

 
序文 この規格は，2002 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 15475-1:2002， Information technology－ 

CDIF transfer format―Part 1: General rules for syntaxes and encodings を翻訳し，技術的内容及び規格票の様式

を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある“参考”は，原国際規格にはない事項である。 

 

1. 適用範囲 CDIF 規格群は，主としてモデル化ツール間の情報転送のための機構を記述するように設

計された。CDIF を用いれば，移入側と移出側との双方のツールの開発者が，CDIF に適合するという合意

以外には何も共有しないときでも，容易に転送を成功させる。転送形式を規定するための言語は，リポジ

トリの移入／移出のための一般言語として用いることもできる。モデル化ツールを規定するための CDIF

意味メタモデルは，リポジトリで用いられる標準記述の基礎として利用できる。 

完全な CDIF 規格を構成する規格群は，JIS X 0137-1（CASE データ交換形式－CDIF フレームワーク－

第 1 部：概要）に示されている。これらの規格群は全体的なフレームワーク，転送形式及び CDIF 意味メ

タモデルを網羅する。 

CDIF 意味メタモデル (ISO/IEC 15476)

CDIF フレームワーク (JIS X 0137) 

第 1 部：概要 (JIS X 0137-1) 第 2 部：モデル化及び拡張性 
(JIS X 0137-2) 

第 1 部：基盤 (ISO/IEC 15476-1) 
第 2 部：共通 (ISO/IEC 15476-2) 

第 3 部：データ定義 
(ISO/IEC 15476-3)

第 4 部：データモデル 
(ISO/IEC 15476-4)

第 5 部：データ流れモデル 
(ISO/IEC 15476-5)

第 6 部：状態事象モデル 
(ISO/IEC 15476-6)

CDIF 転送形式 (JIS X 0138) 

第 1 部：構文及び符号化の一般規則 
(JIS X 0138-1)

第 2 部：構文 SYNTAX.1 
(JIS X 0138-2)

第 3 部：符号化 ENCODING.1 
(JIS X 0138-3)

 

図 1 CDIF 規格群 


